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【手続補正書】
【提出日】平成26年2月21日(2014.2.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも、炭素数２～１２の脂肪族ジオールを含むアルコール成分と、炭素数８～１
２の脂肪族ジカルボン酸化合物を７０～１００モル％含むカルボン酸成分とを縮重合して
得られる結晶性ポリエステルを含有するトナー用結着樹脂であって、
　該結晶性ポリエステルのメチルエチルケトン可溶成分（２０℃）の量が結晶性ポリエス
テルの０．５～７重量％であり、且つ「（該結晶性ポリエステルの融点）－（該メチルエ
チルケトン可溶成分のＤＳＣ測定のピークトップ温度）」が１～１５℃の範囲内である、
電子写真用トナー。
【請求項２】
　前記メチルエチルケトン可溶成分（２０℃）の水酸基価が４０以下である、請求項１に
記載の電子写真用トナー。
【請求項３】
　前記アルコール成分と前記カルボン酸成分とのモル比（カルボン酸成分／アルコール成
分）が１．０３～１．２０である、請求項１又は２に記載の電子写真用トナー。
【請求項４】
　前記メチルエチルケトン可溶成分（２０℃）のピークトップ温度が５０℃以上である、
請求項１～３のいずれかに記載の電子写真用トナー。
【請求項５】
　更に非晶質樹脂を含有する、請求項１～４のいずれかに記載の電子写真用トナー。
【請求項６】
　少なくとも、炭素数２～１２の脂肪族ジオールを含むアルコール成分と、炭素数８～１
２の脂肪族ジカルボン酸化合物を７０～１００モル％含むカルボン酸成分とを縮重合して
得られる結晶性ポリエステルを含有するトナー用結着樹脂であって、
　該結晶性ポリエステルのメチルエチルケトン可溶成分（２０℃）の量が結晶性ポリエス
テルの０．５～７重量％であり、且つ「（該結晶性ポリエステルの融点）－（該メチルエ
チルケトン可溶成分のＤＳＣ測定のピークトップ温度）」が１～１５℃の範囲内である、
トナー用結着樹脂。
【請求項７】
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　少なくとも、炭素数２～１２の脂肪族ジオールを含むアルコール成分と、炭素数８～１
２の脂肪族ジカルボン酸化合物を７０～１００モル％含むカルボン酸成分とを縮重合し、
結晶性ポリエステルを得る工程を有する、結晶性ポリエステルを含有するトナー用結着樹
脂の製造方法であって、
　前記アルコール成分と前記カルボン酸成分とのモル比（カルボン酸成分／アルコール成
分）が１．０３～１．２０であり、
　１３０～１６０℃の温度範囲で、理論反応水量の排出時を反応率１００％とした場合に
、排出された反応水量から求められる反応率が４０％以上になるまで縮重合する工程を含
む、トナー用結着樹脂の製造方法。
【請求項８】
　理論反応水量の排出時を反応率１００％とした場合に、排出された反応水量から計算さ
れた縮重合反応の反応率が７０％以上になった時にエステル化触媒を加える、請求項７に
記載のトナー用結着樹脂の製造方法。
【請求項９】
　理論反応水量の排出時を反応率１００％とした場合に、排出された反応水量から計算さ
れた縮重合反応の反応率が９０％以上で、減圧度１２ｋＰａ以下で、縮重合反応させる工
程を含む、請求項７又は８に記載のトナー用結着樹脂の製造方法。
【請求項１０】
　下記工程１～工程４を有する、トナーの製造方法。
工程１：少なくとも、炭素数２～１２の脂肪族ジオールを含むアルコール成分と、炭素数
８～１２の脂肪族ジカルボン酸化合物を７０～１００モル％含むカルボン酸成分とを縮重
合して、結晶性ポリエステルを得る工程であって、該結晶性ポリエステルのメチルエチル
ケトン可溶成分（２０℃）の量が結晶性ポリエステルの０．５～７重量％であり、且つ「
（該結晶性ポリエステルの融点）－（該メチルエチルケトン可溶成分のＤＳＣ測定のピー
クトップ温度）」が１～１５℃の範囲内である、結晶性ポリエステルを得る工程。
工程２：工程１で得られた結晶性ポリエステルを含む水系分散液を得る工程。
工程３：工程２で得られた結晶性ポリエステルを含む水系分散液及び非晶質樹脂を含む水
系分散液を混合し、次いで凝集工程に付すことにより凝集粒子の水系分散液を得る工程。
工程４：工程３で得られた凝集粒子の水系分散液を合一工程に付すことにより合一粒子の
水系分散液を得る工程。
【請求項１１】
　前記アルコール成分と前記カルボン酸成分とのモル比（カルボン酸成分／アルコール成
分）が１．０３～１．２０である、請求項１０に記載のトナーの製造方法。
【請求項１２】
　請求項１０又は１１に記載の製造方法により得られる、電子写真用トナー。
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